
 

一 

○
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

（
略
） 

 

第
二
章 

原
子
力
損
害
賠
償
責
任
（
第
三
条
―
第
五
条
の
二
） 

 

第
三
章
～
第
七
章 

（
略
） 

 

附
則 

 

第
四
条
の
二 

政
府
は
、
原
子
力
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
事

業
者
（
外
国
原
子
力
船
に
係
る
原
子
力
事
業
者
を
除
く
。
）
が
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
額
が
一
工
場
若
し
く
は
一
事
業

所
当
た
り
又
は
一
原
子
力
船
当
た
り
五
兆
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
損
害

を
当
該
原
子
力
事
業
者
が
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
の
額
の
う
ち

そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
四
条
の
三 

（
略
） 

  

（
代
位
等
） 

第
五
条
の
二 

政
府
は
、
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
負
担
し
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
負
担
に
係
る
損
失
を
生
じ
た
原
子
力
事
業
者
が
第
三
者
に
対
し
て

目
次 

 

第
一
章 

（
略
） 

 

第
二
章 

原
子
力
損
害
賠
償
責
任
（
第
三
条
―
第
五
条
） 

 

第
三
章
～
第
七
章 

（
略
） 

 

附
則 

  

（
新
設
） 

      

第
四
条
の
二 

（
略
） 

   

（
新
設
） 

 



  

二 

求
償
権
を
有
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を

限
度
と
し
て
当
該
求
償
権
を
取
得
す
る
。 

一 

政
府
が
負
担
し
た
額 

二 

当
該
求
償
権
の
額
か
ら
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を

控
除
し
た
額 

２ 

第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
負
担
に
係
る
損
失
を
生
じ
た
原
子
力
事
業
者

が
求
償
権
の
行
使
に
よ
り
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、
政
府
は
、
次
に
掲
げ
る

額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
限
度
で
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
の
義

務
を
免
れ
る
。 

一 

当
該
原
子
力
事
業
者
が
当
該
求
償
権
の
行
使
に
よ
り
支
払
を
受
け
た
額

か
ら
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額 

二 

第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
負
担
の
義
務
を
負
う
べ
き
額 

  

（
国
の
措
置
） 

第
十
六
条 

政
府
は
、
第
四
条
の
二
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
損
害
が

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
事
業
者
（
外
国
原
子
力
船
に
係
る
原
子
力

事
業
者
を
除
く
。
）
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず

べ
き
額
が
賠
償
措
置
額
を
超
え
、
か
つ
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
原
子
力
事
業
者
に
対
し
、
原
子
力
事
業

者
が
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

              

（
国
の
措
置
） 

第
十
六
条 

政
府
は
、
原
子
力
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
事
業

者
（
外
国
原
子
力
船
に
係
る
原
子
力
事
業
者
を
除
く
。）
が
第
三
条
の
規
定
に

よ
り
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
額
が
賠
償
措
置
額
を
こ
え
、
か
つ
、

こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
原
子

力
事
業
者
に
対
し
、
原
子
力
事
業
者
が
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な
援

助
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 



 

三 

  

（
第
四
条
の
二
、
第
五
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
） 

 

第
二
十
条 

第
四
条
の
二
、
第
五
条
の
二
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
第
二
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
開
始
し
た
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
原
子
力
損
害
に

つ
い
て
適
用
す
る
。 

  

（
国
に
対
す
る
適
用
除
外
） 

 

第
二
十
三
条 

第
四
条
の
二
、
第
五
条
の
二
、
第
三
章
、
第
十
六
条
及
び
次
章

の
規
定
は
、
国
に
適
用
し
な
い
。 

 

  

（
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
） 

 

第
二
十
条 

第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
開
始
し

た
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

    

（
国
に
対
す
る
適
用
除
外
） 

 

第
二
十
三
条 

第
三
章
、
第
十
六
条
及
び
次
章
の
規
定
は
、
国
に
適
用
し
な
い
。 

 

 
 

  
 



  

四 

○
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
資
金
援
助
の
申
込
み
） 

第
四
十
一
条 

原
子
力
事
業
者
は
、
賠
償
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
原
子

力
事
業
者
が
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
要
賠
償
額
」
と
い
う
。
）
が
賠
償
措
置
額
を
超

え
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
機
構
が
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
の
迅
速
か

つ
適
切
な
実
施
及
び
電
気
の
安
定
供
給
そ
の
他
の
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る

事
業
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
（
以
下
「
資

金
援
助
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
、
機
構
に
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
原
子
力
事
業
者
に
対
し
、
要
賠
償
額
（
当
該
要
賠
償
額
が
五
兆
円

を
超
え
る
と
き
は
、
五
兆
円
）
か
ら
賠
償
措
置
額
を
控
除
し
た
額
を
限
度

と
し
て
、
損
害
賠
償
の
履
行
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
（
以

下
「
資
金
交
付
」
と
い
う
。
）
。 

二
～
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

  

第
五
十
一
条 

削
除 

 

 

（
資
金
援
助
の
申
込
み
） 

第
四
十
一
条 

原
子
力
事
業
者
は
、
賠
償
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
原
子

力
事
業
者
が
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
要
賠
償
額
」
と
い
う
。
）
が
賠
償
措
置
額
を
超

え
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
機
構
が
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
の
迅
速
か

つ
適
切
な
実
施
及
び
電
気
の
安
定
供
給
そ
の
他
の
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る

事
業
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
（
以
下
「
資

金
援
助
」
と
い
う
。）
を
行
う
こ
と
を
、
機
構
に
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
原
子
力
事
業
者
に
対
し
、
要
賠
償
額
か
ら
賠
償
措
置
額
を
控
除
し

た
額
を
限
度
と
し
て
、
損
害
賠
償
の
履
行
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
交
付

す
る
こ
と
（
以
下
「
資
金
交
付
」
と
い
う
。
）
。 

 

二
～
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
資
金
の
交
付
） 

第
五
十
一
条 
政
府
は
、
機
構
が
特
別
資
金
援
助
に
係
る
資
金
交
付
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
債
の
交
付
が
さ
れ
て



 

五 

      

第
六
十
八
条 

削
除 

も
な
お
当
該
資
金
交
付
に
係
る
資
金
に
不
足
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
に
限
り
、
当
該
資
金
交
付
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
資
金
の
確

保
の
た
め
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
必
要

な
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
政
府
に
よ
る
資
金
の
交
付
） 

第
六
十
八
条 

政
府
は
、
著
し
く
大
規
模
な
原
子
力
損
害
の
発
生
そ
の
他
の
事

情
に
照
ら
し
、
機
構
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
十
分
な

も
の
と
な
る
よ
う
に
負
担
金
の
額
を
定
め
る
と
し
た
な
ら
ば
、
電
気
の
安
定

供
給
そ
の
他
の
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
支
障
を
来

し
、
又
は
当
該
事
業
の
利
用
者
に
著
し
い
負
担
を
及
ぼ
す
過
大
な
額
の
負
担

金
を
定
め
る
こ
と
と
な
り
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
重
大
な
支
障
を
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
必
要
な
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

  


